
平成３０年度税制改正大綱が公表 

 

昨年末、政府・与党の平成３０年度税制改正大綱が公表されました。住宅関連では、 

以下の項目等が掲げられています。 

 

住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保 

１.新築住宅に係る税額の減額措置の延長 

（固定資産税） 

 

 ２.認定長期優良住宅に係る特例措置の延長 

（登録免許税・不動産取得税・固定資産税） 

 

 ３.買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置の延長・拡充 

（登録免許税・不動産取得税） 

 

 ４.既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る 

特例措置の延長（固定資産税） 

 

 ５.居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長 

（所得税・個人住民税） 

  

 

 詳細は以下のホームページをご覧ください。 

 ▼国土交通省「平成 30 年度税制改正」 

http://www.mlit.go.jp/common/001214400.pdf  
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